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○�児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例施行規則等の一部を改正する規則
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〇石川県職員特殊勤務手当支給規程の一部改正

土木部（水道用水供給事業）
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 ３

規 則

　 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 八 年 六 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事　　 山　　 野　　 之　　 義

石 川 県 規 則 第 二 十 三 号

　　　 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 規 則 第 六 十 七 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 十 二 条 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

２　 前 項 の 保 育 士 の 員 数 の 算 定 に 当 た っ て は 、 当 該 保 育 所 に 勤 務 す る 理 学 療 法 士 、 作 業 療 法 士 、 言 語 聴 覚 士 、 心 理

担 当 職 員 （ 条 例 第 六 十 八 条 第 十 項 に 規 定 す る 心 理 担 当 職 員 を い う 。 ） 又 は 障 害 児 の 療 育 に 関 す る 知 識 及 び 経 験 を

有 す る 者 で あ っ て 障 害 児 の 療 育 の 指 導 を 行 う 業 務 に 五 年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有 す る も の の い ず れ か に 該 当 し 、 か

つ 、 子 育 て に 関 す る 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 者 （ 以 下 「 特 定 理 学 療 法 士 等 」 と い う 。 ） を 、 一 人 に 限 り 、 保 育 士 と

み な す こ と が で き る 。

３　 保 育 所 は 、 特 定 理 学 療 法 士 等 が 保 育 を 行 う に 当 た っ て は 、 当 該 保 育 所 の 保 育 士 （ 附 則 第 六 項 の 規 定 に よ り 保 育

士 と み な さ れ る 者 を 除 く 。 ） に よ る 支 援 を 受 け る こ と が で き る 体 制 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。

　 附 則 第 二 項 中 「 第 十 二 条 た だ し 書 」 を 「 第 十 二 条 第 一 項 た だ し 書 」 に 改 め る 。

　　 附 則 第 六 項 中 「 第 十 二 条 」 を 「 第 十 二 条 第 一 項 」 に 改 め 、 「 こ の 項 」 の 下 に 「 及 び 次 項 」 を 加 え 、 同 項 た だ し 書

中 「 保 育 士 」 の 下 に 「 （ 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 保 育 士 と み な さ れ る 者 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 支 援 を 行 う 保

育 士 を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。

　 附 則 中 第 十 項 を 第 十 一 項 と し 、 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 六 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

７　 保 育 所 は 、 第 十 二 条 第 二 項 及 び 前 項 の 規 定 に よ り 特 定 理 学 療 法 士 等 及 び 看 護 師 等 の い ず れ も が 保 育 を 行 う 場 合

に は 、 当 該 看 護 師 等 が 保 育 を 行 う に 当 た っ て 、 当 該 保 育 所 の 保 育 士 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 支 援 を 行 う 保 育 士

を 除 く 。 ） に よ る 支 援 を 受 け る こ と が で き る 体 制 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。

（ 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 規 則 第 三 十 二

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 八 条 の 表 備 考 第 一 号 中 「 指 導 保 育 教 諭 」 の 下 に 「 、 主 務 保 育 教 諭 」 を 加 え 、 同 表 備 考 に 次 の 三 号 を 加 え る 。

五　 第 一 号 に 定 め る 者 に つ い て は 、 一 人 に 限 り 、 当 該 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に 勤 務 す る 特 定 理 学 療 法 士 等 （ 条

例 第 四 条 第 六 項 の 特 定 理 学 療 法 士 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を も っ て 代 え る こ と が で き る 。

令和８年６月 23 日（火曜日） 号　　　　　外 1石 川 県 公 報

令和 ８ 年 ６ 月 23 日（火曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第 　４３　 号）



石川県訓令第15号

庁　　　中　　　一　　　般

出　　　先　　　機　　　関

　石川県職員特殊勤務手当支給規程（昭和35年石川県訓令第10号）の一部を次のように改正する。

　　令和８年６月23日

石川県知事　　山　　野　　之　　義

　第９条第１項第３号中「保健医療活動チーム」を「保健医療福祉活動チーム」に改め、同条第３項第１号中「710

円」を「950円」に改め、同項第２号中「1,080円」を「1,440円」に改める。

　　　附　則

　この訓令は、公表の日から施行し、改正後の第９条第３項の規定は、令和８年４月１日から適用する。

六　 特 定 理 学 療 法 士 等 は 、 補 助 者 と し て 従 事 す る 場 合 を 除 き 、 教 育 課 程 に 基 づ く 教 育 に 従 事 し て は な ら な い 。

七　 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 は 、 特 定 理 学 療 法 士 等 が 保 育 を 行 う に 当 た っ て は 、 第 一 号 に 定 め る 者 に よ る 支 援 を

受 け る こ と が で き る 体 制 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。

　　 附 則 第 八 項 中 「 限 っ て 」 を 「 限 り 」 に 改 め 、 同 項 た だ し 書 中 「 第 八 条 の 表 備 考 第 一 号 」 を 「 同 表 備 考 第 一 号 」 に

改 め る 。

　　 附 則 第 十 項 中 「 附 則 第 八 項 」 を 「 第 八 条 の 表 備 考 第 五 号 及 び 附 則 第 八 項 」 に 、 「 第 八 条 の 表 備 考 第 一 号 」 を 「 同

表 備 考 第 一 号 」 に 改 め 、 「 つ い て 」 及 び 「 当 該 」 の 下 に 「 特 定 理 学 療 法 士 等 及 び 」 を 加 え る 。

　 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

1
1
　 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 は 、 第 八 条 の 表 備 考 第 五 号 及 び 附 則 第 八 項 の 規 定 に よ り 特 定 理 学 療 法 士 等 及 び 看 護 師

等 の い ず れ も が 保 育 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 看 護 師 等 が 保 育 を 行 う に 当 た っ て 同 表 備 考 第 一 号 に 定 め る 者 （ 同 表 備

考 第 七 号 の 規 定 に よ る 支 援 を 行 う 者 を 除 く 。 ） に よ る 支 援 を 受 け る こ と が で き る 体 制 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。

（ 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 及 び 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る

基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条　 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 及 び 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に

関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 七 年 石 川 県 規 則 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　　 附 則 第 二 項 及 び 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 （ 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

２　 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 令

和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 同 項 中 「 十 五 人 」 と あ る の は 、 「 二 十 人 」 と す る 。

３　 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当

分 の 間 、 同 項 中 「 二 十 五 人 」 と あ る の は 、 「 三 十 人 」 と す る 。

　 附 則 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

（ 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

４　 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 第 二 条 及 び 第 八 条 （ 同 条 の 表 二 の 項 に

係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 こ れ ら の 規 定 中 「 十 五 人 」 と あ

る の は 、 「 二 十 人 」 と す る 。

５　 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 第 二 条 及 び 第 八 条 （ 同 条 の 表 一 の 項 に

係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 こ れ ら の 規 定 中 「 二 十 五 人 」 と あ る の は 、 「 三 十 人 」 と

す る 。

　　 附　 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

訓 令

土木部（水道用水供給事業）

令和８年６月 23 日（火曜日） 号　　　　　外2 石 川 県 公 報



石川県企業管理規程第４号

　石川県企業職員の給与に関する規程（昭和42年石川県電気事業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。

　　令和８年６月23日

石川県知事　　山　　野　　之 　 義

　第４条第２項の表中「710円」を「950円」に、「1,080円」を「1,440円」に改める。

　　　附　則

（施行期日等）

１　この規程は、公表の日から施行し、改正後の石川県企業職員の給与に関する規程（以下「新規程」という。）の

規定は、令和８年４月１日から適用する。

（特殊勤務手当の内払）

２　新規程の規定を適用する場合には、改正前の石川県企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された特

殊勤務手当は、新規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

令和８年６月 23 日（火曜日） 号　　　　　外 3石 川 県 公 報
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